
○国立大学法人千葉大学教員の定期評価に関する規程 

平成２０年４月１日 

制定 

最近改正 平成２７年１０月１日 

（目的） 

第１条 この規程は，千葉大学憲章及び千葉大学行動規範（平成１７年１０月１１日制定）

に基づき，本学の教員自らが，教育，研究，管理運営，診療及び社会貢献等（以下「評価

項目」という。）の業績について，定期的，かつ，組織的な評価を実施し，その水準が当

該教員の職にふさわしいものであることを総合的に明らかにし，教育研究の質の高さを社

会に対して説明するとともに教員個人の教育研究等の活動の自己改善を促すことを目的

として実施する教員の定期評価に関し必要な事項を定める。 

（定期評価の対象） 

第２条 定期評価の対象教員は，本学常勤の教員のうち教授，准教授，講師及び助教とする。

ただし，任期が付されている教員については，対象としない。 

（定期評価の実施時期） 

第３条 定期評価の実施時期は，教授，准教授，講師若しくは助教へ採用又は昇任により就

任した後の７年毎に実施する。ただし，定期評価の対象となる年度末３月３１日現在で満

６４歳以上の教員については，評価を実施しない。 

２ 前項に定める実施時期によりがたい場合は，７年以内の範囲で部局毎に定めることがで

きるものとする。 

（定期評価の単位，基準） 

第４条 定期評価は，部局毎に実施する。 

２ この規程において「部局」とは，各学部，各研究科（教育学研究科を除く。），各研究

院，医学部附属病院，専任の教員を置く各共同利用教育研究施設，運営基盤機構，高等教

育研究機構及び総合安全衛生管理機構をいう。 

３ この規程において「部局長」とは，前項の部局の長をいう。 

４ 定期評価の評価基準は，部局毎に定めるものとし，部局長はその基準を学長に報告する

ものとする。 

（定期評価の組織） 

第５条 部局長は，当該部局の教員の定期評価を実施するため，部局教員定期評価委員会（以

下「部局評価委員会」という。）を設置する。 



（定期評価の実施方法） 

第６条 定期評価の対象教員は，部局長に部局教員定期評価調書（別紙様式１）を提出する。 

２ 部局長は，部局教員定期評価調書及び定期評価に必要な資料として教育活動資料及び研

究活動資料等を併せて部局評価委員会に提供し，評価を付託する。 

３ 部局評価委員会は，部局における評価項目に基づき，当該分野における主要業績につい

て教授，准教授，講師又は助教としての職の水準の達成状況について評価し，定期評価結

果を部局長に報告する。 

４ 前項の定期評価の結果その職の水準に達していないと判定された教員がいる場合，部局

長は，当該教員にその旨を通知し，全学教員評価調書（別紙様式２）の作成及び提出を指

示するとともに，定期評価結果を学長へ報告する。 

５ 前項の通知を受けた教員は，部局教員定期評価の結果に対し不服がある場合，通知を受

けてから１４日以内に部局長に対して資料を付した文書で不服申立てを行うことができ

るものとする。 

６ 部局長は，第４項の全学教員評価調書に部局教員定期評価の審議経過と結果，関係書類，

参考意見及び不服申立て文書が提出されている場合には当該文書を添えて，学長へ提出す

るものとする。 

（全学教員評価） 

第７条 学長は，前条の部局教員評価結果において，その職の水準に達していないと判定さ

れた教員について，全学的な見地から評価を行うため，全学教員評価委員会（以下「全学

評価委員会」という。）を設置し，当該教員の評価を付託する。 

２ 全学評価委員会は，部局での評価経過を参照のうえ，部局において適用された評価基準

に基づきその職としての水準に達しているかの評価を行い，その結果を学長に報告する。 

３ 全学評価委員会は，必要に応じて委員以外の者から意見を聴取できるものとする。 

４ 学長は，第２項の報告があった場合，部局長に全学教員評価結果を通知する。 

（全学教員評価によって水準に達しないと判定された場合） 

第８条 全学評価委員会は，全学教員評価を実施した結果，その職の水準に達しないと判定

した場合においては，その評価結果に業務改善勧告意見等を付して学長に報告する。 

２ 学長は，前項の報告があった場合，部局長に全学教員評価結果を通知し，当該教員へ指

導及び助言を実施するよう勧告するものとする。 

３ 前項に定める勧告を受けた部局長は，当該教員に対して，全学教員評価結果を通知する

とともに，指導及び助言を行い，評価結果の通知を受けた日から２年間にわたる業務改善



計画書の作成及び提出並びにその計画の実施を求めるものとする。 

４ 部局長は，前項に定める業務改善計画書の提出を受けたときは，遅滞なく学長に提出す

るものとする。 

５ 部局長は，当該教員の業務改善計画の実施状況を把握するとともに，必要な指導及び助

言を実施し，適宜その状況を学長に報告するものとする。 

（業務改善期間後の部局教員評価） 

第９条 業務改善計画書を提出した教員は，２年後に改善計画に対する業務改善報告書を作

成し，部局長に提出する。 

２ 部局長は，前項の業務改善報告書について部局評価委員会にその評価を付託し，評価委

員会は評価結果を部局長に報告する。 

３ 部局長は，評価結果を当該教員に通知するとともに学長に報告するものとする。 

（業務改善期間後の全学教員評価） 

第１０条 学長は，前条の評価においてその職としての水準に達していないと判定された教

員について，業務改善報告書，関係書類及び部局長の意見をもって全学評価委員会に評価

を付託し，全学評価委員会はその評価結果を学長に報告する。 

２ 学長は，前項の評価結果を部局長に通知するものとする。 

（不服申立） 

第１１条 第８条及び前条の全学教員評価の結果に対し不服がある教員は，各評価結果の通

知を受けてから１４日以内に，学長に対して資料を付した文書で不服申立てを行うことが

できるものとする。 

２ 学長は，前項の不服申立て文書を受理後，速やかにその内容を確認のうえ，部局長に報

告するとともに，不服申立審査委員会を設置し，不服申立てに対する審査を付託する。 

３ 不服申立審査委員会は，必要に応じて委員以外の者から意見を聴取できるものとする。 

４ 不服申立審査委員会は，不服申立て事項について審査し，その結果を学長に報告する。 

５ 学長は，前項の審査結果を不服申立者へ通知するとともに，当該部局長に報告する。 

（面談等） 

第１２条 部局評価委員会，全学評価委員会及び不服申立審査委員会は，必要に応じて当該

教員に資料の提出を求め，又は当該教員との面談等を実施することができるものとする。 

（その他） 

第１３条 この規程に定めるもののほか，教員の定期評価に関し必要な事項は，学長が別に

定める。 



附 則 

１ この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

２ 教員の定期評価の実施方法等については，この規程の施行後３年を経過した場合におい

て見直しを行うものとする。 

附 則 

この規程は，平成２３年６月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２７年１０月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



別紙様式１（第６条第１項関係） 

別紙様式２（第６条第４項関係） 

 


